
医師確保奨学金制度

令和8年度

奨学生募集！
募集期間：令和8年 ２月２１日>４月２０日



奨学金の返済免除

当財団が指定する医療機関に７年間（臨床研修期間2年間を含む）勤務

すると奨学金の返済が全額免除されます。なお、スキルアップのために、

７年間の義務期間中に原則３年を限度に指定医療機関以外で研修を受

けることを認めることとしますが、この場合、指定医療機関以外での研修

期間は義務期間(７年間)に算入されません。

対象者 募集人員

愛媛大学医学部医学科生    令和8年度:4名程度（２～６年生も申請可）

奨学金貸与額

15万円/月（1年生から貸与開始の場合）［1年間180万円、6年間1,080万円］

貸与期間

入学月から大学を卒業する月までの６年間

貸与方法

2ヶ月分をまとめて、偶数月の20日に口座振込

申請方法

入学手続き完了後に、当財団が指定する書類により申請

6
年間

原則６年間奨学金貸与

2
年間

臨床研修
愛媛大学医学部附属病院のプログラム

3
年間

専門研修
愛媛大学医学部附属病院のプログラム ※2

2
年間

南予地域の医療機関での勤務
市立八幡浜総合病院を中心とした南予地域の
医療機関(伊方町の診療所含む)勤務が原則 ※3
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奨学金の返済

返済免除要件に該当しないなど、貸与を受けた奨学金の全部、または

一部を一括して返済しなければならない場合があります。

※詳しくは、WEBサイトでご確認ください。

その他の注意事項

奨学金貸与に際しては、「独立の生計を営み、奨学金の返済の債務を

負担することができる資力を有する成年者」２名の保証人が必要です。

(原則として、保証人はそれぞれ別の居住地である必要があります)

奨学金制度の概要

[モデルケース]

愛媛県南予地域

医師確保奨学金
制度について

公益財団法人南予医療振興財団の愛媛県南予地域医師確保

奨学金制度は、将来、愛媛県八西地区（八幡浜市および

西宇和郡伊方町）を中心とした南予地域の医療機関におい

て医師として勤務し、同地域の医療の充実・発展に貢献しよ

うとする意欲に富んだ医学生に対して､その修学に必要な資

金の貸与により支援・助成する制度です。

愛媛大学医学部を卒業後３年以内に医師免許を取得し、７年

間（臨床研修期間２年間を含む)を当財団が指定する南予地

域を中心とした医療機関で勤務すると、奨学金の返済が

全額免除されます。

abOut Our schOl arships

 Repayment ExemptiOns

※１

 ※１ 指定医療機関

指定医療機関とは、愛媛大学医学部附属病院、松山赤十字病院、愛媛県立中央病
院、市立八幡浜総合病院、市立宇和島病院、市立大洲病院、西予市立西予市民病
院（野村診療所含む）および西宇和郡伊方町の診療所など 

 ※2 専門研修

専門研修 (３年間 )は、臨床研修修了後、愛媛大学医学部附属病院のプログラムに
より研修を受けます。なお、専門研修期間中における愛媛大学医学部附属病院、
松山赤十字病院および愛媛県立中央病院での勤務は原則２年以内としますが、専
攻する科の条件等により財団がやむを得ないと認めた場合は３年間の全てを同
病院にて勤務可とし義務期間に含めます。また、専門研修期間が４年間以上あり、
４年目以降を南予地域の医療機関で受ける場合はこれを義務期間に含めます。 
専門研修期間中は、指定医療機関に勤務しながら各種専門医の資格取得を目指し
ます。特に、内科、外科、小児科、産婦人科、救急科、総合診療科、整形外科を専攻す
ることが推奨されます。なお、専攻した領域の専門研修期間が４年以上あり、指定
医療機関以外での研修が必要である奨学生、あるいは専門研修後にスキルアップ
を図りたい奨学生については、原則３年を限度に指定医療機関以外での研修を受
けることを認めることとし、奨学生のキャリア形成を支援します。この場合、指定
医療機関以外での研修期間は、業務従事期間 (７年間 )に算入されず、義務期間に
ついては、後年度に繰り延べられます。 

 ※3 南予地域の医療機関勤務 

専門研修修了後の２年間は、市立八幡浜総合病院を中心とした南予地域の医療
機関［市立宇和島病院、市立大洲病院、西予市立西予市民病院（野村診療所含
む）］での勤務を原則とします。また、この期間においては、西宇和郡伊方町の
診療所勤務となる場合があります。 
奨学生は、業務従事期間中においても、指定医療機関(勤務先)での業務等に支障
のない範囲で、愛媛大学大学院医学系研究科(博士課程)の社会人大学院生制度
を活用することができます。卒業後の勤務配置については、各種専門医(内科、
外科等)の資格取得を考慮したプログラムを検討しております。■ 制度概要・詳細は、財団のWEBサイトに掲載してありますのでご確認ください。

令和７年春に新たに２名の医師が誕生
「南予医療振興財団」出身医師は　　　　となりました。計３名
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